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午前 10時 00分開会 

○議長 横尾 武志君 

 おはようございます。 

 ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。それでは直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君 

 お諮りします。日程第１、議案第２８号から、日程第１５、発議第３号までの各議案について

は、それぞれの委員会に審査を付託しておりましたので、これを一括して議題とし、それぞれの

審査結果の報告を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 まず、総務財政常任委員長に審査結果の報告を求めます。総務財政常任委員長。 

○総務財政常任委員長 辻本 一夫君 

 報告いたします。 

 報告第１１号、令和元年６月１９日、芦屋町議会議長、横尾武志殿、総務財政常任委員会委員

長、辻本一夫。 

 総務財政常任委員会審査結果報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり

決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

 記 

 議案第２８号、満場一致により、原案可決。 

 議案第２９号、満場一致により、原案可決。 

 議案第３３号、満場一致により、原案可決。 

 議案第３４号、満場一致により、原案可決。 

 議案第３５号、賛成多数により、原案可決。 

 議案第３６号、満場一致により、原案可決。 

 議案第３７号、満場一致により、原案可決。 

 承認第１号、満場一致により、承認。 

 承認第２号、満場一致により、承認。 

 発議第３号、満場一致により、原案可決。 

 以上で報告終わります。 

○議長 横尾 武志君 
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 次に、民生文教常任委員長に審査結果の報告を求めます。民生文教常任委員長。 

○民生文教常任委員長 松岡  泉君 

 それでは報告します。 

 芦屋町議会議長、横尾武志殿、民生文教常任委員会委員長、松岡泉。 

 民生文教常任委員会審査結果について、本委員会に付託された事件は、審査の結果が決定しま

したので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

 議案第３０号、満場一致、原案可決。 

 議案第３１号、賛成多数、原案可決。 

 議案第３２号、賛成多数、原案可決。 

 議案第３５号、満場一致、原案可決。 

 議案第３８号、満場一致、原案可決。 

 議案第３９号、満場一致、原案可決。 

 以上であります。 

○議長 横尾 武志君 

 以上で報告は終わりました。 

 引き続き、それぞれの常任委員長及び議会運営委員長から、閉会中の継続調査申出書が提出さ

れておりますので、書記にこれを朗読させ、報告にかえます。書記に朗読を命じます。書記。 

〔朗 読〕 

……………………………………………………………………………… 

令和元年６月１９日 

 芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

総務財政常任委員会委員長 辻本 一夫 

閉会中の継続調査申出書 

 本委員会は所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、

会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

記 

 事 件 

 「企画調整に関する件」、「町財政に関する件」、「消防及び災害防止等に関する件」、「税制に関

する件」、「建築及び土木に関する件」、「河川に関する件」、「道路整備に関する件」、「橋梁に関す

る件」、「国道４９５号線に関する件」、「芦屋港湾に関する件」、「上下水道に関する件」、「競艇に

関する件」及び「各種施策の見直しに関する件」 

 理 由 
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 調査不十分のため。 

……………………………………………………………………………… 

令和元年６月１９日 

 芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

民生文教常任委員会委員長 松岡  泉 

閉会中の継続調査申出書 

 本委員会は所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、

会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

記 

 事 件 

 「戸籍等各種届出及び申請事務に関する件」、「国民健康保険に関する件」、「保健及び健康づく

りに関する件」、「子育て支援に関する件」、「福祉政策及び介護保険に関する件」、「環境政策に関

する件」、「公共交通に関する件」、「住宅に関する件」、「農業、漁業及び商工振興に関する件」、「観

光振興に関する件」、「地域振興に関する件」、「医療及び医療行政に関する件」、「教育振興に関す

る件」及び「各種施策の見直しに関する件」 

 理 由 

 調査不十分のため。 

……………………………………………………………………………… 

令和元年６月１９日 

 芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

議会広報常任委員会委員長 川上 誠一 

閉会中の継続調査申出書 

 本委員会は所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、

会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

記 

 事 件 

 「町議会だよりの編集及び発行に関する件」、「町議会のホームページの管理及び運用に関する

件」、「議会放映の管理及び運用に関する件」及び「その他町議会の広報に関する件」 

 理 由 

 調査不十分のため。 

……………………………………………………………………………… 

令和元年６月１９日 
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 芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

議会運営委員会委員長 小田 武人 

閉会中の継続調査申出書 

 本委員会は所掌事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、

会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

記 

 事 件 

 「議会運営に関する件」、「議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する件」及び「議長の

諮問に関する件」 

 理 由 

 調査不十分のため。 

……………………………………………………………………………… 

○議長 横尾 武志君 

 以上で朗読は終わりました。 

 ただいまから、それぞれの審査結果の報告について質疑を行います。 

 まず、総務財政常任委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、総務財政常任委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、民生文教常任委員長に対する質疑を許します。妹川議員。 

○議員 ８番 妹川 征男君 

 議案第３１号と議案第３２号の芦屋町都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定

について、賛成多数ということですが、どなたかが、まあ反対されたと思うんですが、その反対

された理由。同じく、バス条例の一部を改正する条例の制定について、どのような御意見があっ

て反対されたのかお聞きしたいと思います。 

○議長 横尾 武志君 

 民生文教常任委員長。 

○民生文教常任委員長 松岡  泉君 

 今、妹川議員からの御質問についてお答えいたします。今、御質問がありました内容、３１号、

３２号、賛成多数ということであったということで、どういったことで反対されたかということ

でありました。これにつきましては、消費税が１０％に上がるということで、これについては国

民に負担を強いるということで、これについては反対するという御意見でありました。 
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 以上であります。 

○議長 横尾 武志君 

 ３２号は。両方ともですか。 

○民生文教常任委員長 松岡  泉君 

 同じ状況でありますので、これについては３１号、３２号とも１０％の条例であります。かか

わる事項でありますので、同じということであります。 

 以上であります。 

○議長 横尾 武志君 

 よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、民生文教常任委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 ただいまから討論及び採決を行います。 

 まず、日程第１、議案第２８号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第１、議案第２８号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、議案第２８号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第２９号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第２、議案第２９号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 
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○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、議案第２９号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第３０号の討論を許します。妹川議員。 

○議員 ８番 妹川 征男君 

 ８番、妹川です。議案第３０号、芦屋町森林環境譲与税基金条例の制定について、反対の立場

から討論を行います。この基金条例の制定の根拠は、国の法律、森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律が制定されたことによるものです。この森林環境税の目的は、総務省によればです

ね、まあ国によれば、まずパリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標

の達成。２番目に災害防止等を図るため。３番目に森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保

する観点という大きく３つに分かれておるようです。この森林環境税及び森林環境譲与税を創設

するというものですが、その森林環境税の目的はよく理解できます。であるならば、国の財源で、

まあ国の責務においてですね、国の財源で予算化すべきです。なぜ国民に広く、等しく１，００

０円、総額６２０億円の負担を強いられなければならないのか。そういうのが疑問に思います。

この１，０００円というのは、生活保護法の規定による生活扶助等を受けている方々は非課税で

すが、個人住民税、均等割と合わせて５年後から徴収すると。日本の人口は１億２，５６４万人

と言われていますから、約半数の６，２００万人の方々が合計６２０億ですが、計上されるよう

になっています。それで福岡県森林環境税条例によれば、私たち平成２０年４月から５００円、

毎年、約人口の、福岡県民の五百何十万おられるようですけども、その半数の方々が５００円徴

収されています。その金額や５００円の方々は、２９年度は１１億６，０００万円、そして法人

の会社は２億８，０００万円、合計個人、法人合わせて１４億５，０００万円が私たち県民は支

払われて、まあ徴収されているわけですけれども。だから、この福岡県の森林環境税の目的と国

が言う森林環境税の目的は若干違います。確かに違いますが、ほぼ同じようなものもあります。

その中にあってですね、使途については福岡県の森林環境、国の森林環境の問題をこう、すみ分

けしながらですね、進めていくということなんですが。やはり県民として、国民として、町民と

してですね、この二重払い、徴収される。そういう意味で、生活者の視点から納得が本当にいく

のかという視点でですね、この国の言う、国の森林環境税については疑問がありますので、反対

の立場で討論いたしました。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君 

 ほかにございませんか。川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

 議案第３０号、芦屋町森林環境譲与税基金の制定について、意見を述べて賛成といたします。 
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 森林環境税は２０２３年度末で期限切れとなる復興特別住民税を看板だけかけかえて取り続け

るものです。森林吸収源対策や森林の公益機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引

き受けるべき負担を国民個人に押しつけるものであり、問題点を抱えた制度となっています。 

 １点目に個人住民税の均等割は所得割が非課税となる人にも一律の額で課税される逆進性の高

い税であり、低所得者の負担を強めるものです。また、譲与基準の人口指数の割合が３割とされ

ており、人口の多い都市部に多額の譲与税が配分されます。結果的に私有林のない大都市の自治

体のほうが私有林面積の広い地方の自治体より譲与額が大きくなる矛盾が生まれます。 

 ２点目に温暖化対策に必要な費用負担というのであれば、原因者である温室ガス排出企業に第

一義的に負担を求めることが重要ですが、企業負担なしの制度になっており、温暖化対策と矛盾

しています。地方の森林環境税は法人にも負担を求めていますが、理由なく法人に負担を求めな

いとしていることは問題です。 

 ３点目に森林の持つ公益的機能を維持するための森林整備は重要な課題です。だからこそ、国

の一般会計における林業予算など、より安定的な方法で財源確保を行うべきです。また、需要の

ある自治体への財源配分という観点からは、地方交付税の総額をふやして財源保障を行うことが

より適切なことです。このような問題点のあった森林環境税ですが、国会では賛成多数で可決し

創設されました。森林資源の適切な管理に向け、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促

進や普及啓発などの森林整備及びその促進に関する費用に自治体が自由に使える財源として配分

されています。森林環境譲与税には問題がありますが、議案第３０号はこれを受け入れる基金条

例でありますから賛成をいたします。なお、補正予算では、直ちにこれを財源に県内の木材でつ

くったラックや椅子などに充てる予算が計上されています。使用目的からは逸脱していませんが、

第５次芦屋町総合振興計画や環境基本計画の中には、森林の保全や森林の適切な維持管理がうた

ってあります。早急に結論を出すのではなく、十分な論議を行い、適切な森林整備を行う施策に

取り組むことを求めます。以上の意見を付して賛成討論といたします。 

○議長 横尾 武志君 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第３、議案第３０号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 
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○議長 横尾 武志君 

 賛成多数であります。よって、議案第３０号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第３１号の討論を許します。川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

 議案第３１号、芦屋町都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、また

これに関連して、議案第３２号、芦屋町バス条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

３３号、芦屋町下水道条例の一部を改正する条例の制定については１０月１日から消費税率の引

き上げに伴い条例を改正する議案ですので、関連する３議案に対する反対討論を行います。 

 昨年１２月議会の一般質問で、町長は消費税増税は必要だと答弁されていましたが、消費税増

税を行えば暮らしも経済も破壊されます。日本共産党は消費税増税そのものに反対です。芦屋町

民の暮らしを守る上でも、消費税増税を進めるべきではありません。２０１４年に消費税８％へ

の増税によって、日本経済は深刻な消費不況に陥りました。世論調査でも、８２％の方が景気回

復の実感はないと答えています。安倍首相は「私の政権で景気回復した。」と言いますが、国民の

実感とかけ離れていると言えます。安倍首相は賃金上昇を増税の理由の１つにしています。しか

し、上がっているのは名目賃金だけで、買えるものやサービスを決める実質賃金は２０１２年の

３９６万円から、消費税増税後から激減し、２０１８年には３８２万円とマイナス１４万円で推

移しています。最近の賃金についても、毎月勤労統計の偽装が発覚し、実際の賃金は下がってい

ると指摘されました。賃金上昇という増税の根拠は崩れています。就業者数が３８０万を超えた

ことも増税の理由にしていますが、就業者数の内訳を見ますと６５歳以上が２６６万人、大学生・

高校生などが７４万人増です。就業者がふえたといっても、今問題になっている削減の続く年金

で暮らせない高齢者と高学費に苦しむ学生たちが大多数であるのが実態です。家計から見ても増

税はすべきではありません。家計消費は８％の増税の打撃からまだ回復しておらず、消費支出は

２５万円も減っています。家計消費は日本経済の６割を占める経済の土台です。痛手から回復し

ていないのに、大増税を行えば日本経済は破壊の道へまっしぐらです。安倍首相は、経済への打

撃を避けるために「いただいたものは全てお返しする。」と言いますが、全て返すのであれば、最

初から増税しなければいいだけの話です。プレミアム商品券の発行を補正予算で行いますが、商

品券を買えるだけのお金がなければ恩恵にあずかれません。ポイント還元については、商店から

は「売り上げの現金がすぐに入ってこなくて困る。」、「カード手数料が心配。補助は６カ月だ。」、

「キャッシュレス決済に対応できない。」という声が上がっています。日本スーパーマーケット協

会からも「消費者にとって極めてわかりづらい。」、「日々の買い物において必要のない混乱が生じ

る。」、「過当な競争を招き込む。」と厳しい批判が出されるほど商店にとっては厳しい制度です。 

 軽減税率で８％に据え置くものもあるということですが、芦屋町でも下水道料金は上がります
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し、北九州市から供給される水道料金も上がります。ペットボトルの水は軽減税率の対象ですが、

買わなくても生活できます。しかし水道水は使わずに生活はできません。そして連動して下水道

料金もかかります。上下水道の利用は生活に不可欠なのに容赦なく課税されるのが実態です。果

たして、財源といえば消費税しかないのでしょうか。日本共産党は消費税に頼らない別の道を提

言しています。１つはアベノミクスで大もうけしている大企業や富裕層に応分の負担を求めるこ

とです。大企業の利益に対する実質負担税率を中小企業並みの負担にしてもらうことで年間４兆

円の財源ができます。富裕層の株取引でもうけた配当や株式譲渡所得の税率を欧米並みの水準に

すれば１．２兆円の財源ができます。２つ目は１機１２４億円を超えるＦ３５戦闘機を１４７機

購入することやイージスアショアの配備など５年間で２７兆４，７００億円をつぎ込む軍事費を

削減することです。３つ目は日本が負担する必要のない米軍への思いやり予算４，０００億円や

辺野古米軍新基地建設の費用、政党助成金などの税金の使い道を正すことです。これを行えば消

費税率を上げなくとも福祉や暮らしを充実できます。内閣府は国内景気の指標判断を下向きに修

正し、景気動向指数が悪化を続けています。中国経済の減速やトランプ政権と中国の対立、そし

て今回起こったホルムズ海峡でのタンカー攻撃によるイランとの緊張など不透明な状況が続いて

います。世界経済とのかかわりでも、今やるべきは外需頼みではなく、国内需要、とりわけ家計

を温めて日本経済の足腰を強くすることです。必要な経済対策は消費税に頼らない財源を暮らし

と応援に使うことです。このような状況の中で、景気の足腰を破壊する消費税増税は論外なこと

で、以上のことから消費税増税による値上げの第３１号、第３２号、第３３号の条例案に反対い

たします。 

○議長 横尾 武志君 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第４、議案第３１号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 賛成多数であります。よって、議案第３１号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第５、議案第３２号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第５、議案第３２号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 賛成多数であります。よって、議案第３２号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第３３号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第６、議案第３３号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 賛成多数であります。よって、議案第３３号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第７、議案第３４号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第７、議案第３４号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、議案第３４号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第８、議案第３５号の討論を許します。妹川議員。 

○議員 ８番 妹川 征男君  

 先ほど議案第３０号の芦屋町森林環境譲与税基金条例に反対したという立場からですね、この

補正予算には６０万円の予算が組まれております。先ほども言いましたように、福岡県森林環境
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税条例に基づいて、私たち県民は国が言う森林環境税と同じようにですね、水源の涵養とか土砂

災害防止とか地球温暖化の防止など森林の有する公益的機能の重要性に鑑みと、そして荒廃した

森林の再生等を図る施策に要する費用に充てるためということで県民税としてですね、毎年５０

０円徴収されてきたわけですけれど。私は福岡県森林環境税の額が先ほども言いましたように１

４億５，０００万円の基金があるわけですから、それに基づいて各市町村にですね、配分すると

いうことが妥当ではないかと。まあ国から予算が下りてきますから、それをいただくということ

ではなくて、我々は福岡県の森林環境税、目的、趣旨も大体よく似ていますから、そうすべきで

あるというふうな視点で、この補正予算について反対いたします。 

○議長 横尾 武志君 

 ほかにございますか。川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

 議案第３５号、芦屋町一般会計補正予算（第１号）に対する賛成討論を行います。 

 先ほど議案第３１号、３２号、３３号の反対討論で日本共産党は、消費税の導入そのものに反

対であるとして討論を行いました。この補正予算の中には消費税導入の影響を軽減する政策とし

て低所得者向けのプレミアム付商品券事業費が計上されています。本来なら補正予算についても

反対すべきものですが、低所得者の方々の痛みが少しでも和らぐのであれば、あえて反対するこ

とはないと考えています。ただし、さきの討論で述べているように、低所得者のみを対象とした

商品券を販売するのは、今回は初めてのことです。商品券を買えるだけのお金がなければ恩恵に

あずかれません。町が十分な周知を行い、売り残りが出ないよう力を注ぐことを求めて賛成討論

とします。なお、先ほど言いました森林環境税についてもですね、今後は十分な論議、検討を行

い、適切な森林整備を行う、そういったものに充てるという、そういったことを求めて賛成討論

といたします。 

○議長 横尾 武志君 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第８、議案第３５号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 
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 賛成多数であります。よって、議案第３５号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第９、議案第３６号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第９、議案第３６号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、議案第３６号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第１０、議案第３７号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第１０、議案第３７号について、委員長報告のとおり原案を可決すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、議案第３７号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第１１、議案第３８号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第１１、議案第３８号について、委員長報告のとおり原案を可決すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、議案第３８号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第１２、議案第３９号の討論を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第１２、議案第３９号について、委員長報告のとおり原案を可決すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、議案第３９号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、日程第１３、承認第１号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第１３、承認第１号について、委員長報告のとおり承認することに賛成の

方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、承認第１号は承認することに決定いたしました。 

 次に、日程第１４、承認第２号の討論を許します。川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

 承認第２号、専決処分の承認について不承認の立場から反対討論を行います。この専決処分は

国保法施行令の改正に伴うもので、保険料の限度額を引き上げるものです。現行の限度額の５８

万円を６１万円にするものです。厚労省は所得の高い方は保険料が上昇する一方で、一定以下の

所得の方は所得割が下がることで、保険料の軽減効果が得られるとしています。しかし、配慮す

るというのであれば、国の国庫負担率を大幅に引き上げ、国民の負担を軽減するのが筋ではない

でしょうか。高額所得者が対象だといっても年収７４０万円の方が大金持ちなのでしょうか。国

保の限度額引き上げの次に来るのは、全ての住民を対象とした国保税の大幅な値上げが待ってい

ることは、火を見るよりも明らかなことです。まして、住民生活に直接かかわる国保税の値上げ

を議会の審議もなく、専決処分で行うことは許されることではありません。以上のことから承認

することはできません。 

○議長 横尾 武志君 
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 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第１４、承認第２号について、委員長報告のとおり承認することに賛成の

方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 賛成多数であります。よって、承認第２号は承認することに決定いたしました。 

 次に、日程第１５、発議第３号の討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。日程第１５、発議第３号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君 

 満場一致であります。よって、発議第３号は原案を可決することに決定いたしました。 

 次に、それぞれの常任委員長及び議会運営委員長から閉会中の調査について、それぞれ再付託

の申し出があっています。つきましては、これを申し出のとおり再付託することにしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 以上で討論及び採決を終わります。 

 なお、可決された意見書は、議長から関係機関に送付いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君 

 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

 これをもって本日の会議を閉じ、あわせて、令和元年第２回芦屋町議会定例会を閉会いたしま
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す。 

 長い期間の御審議、お疲れさまでした。 

午前 10時 38分閉会 
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